
■旧免許状所持者の修了確認期限の割り振り 
 
 
（表１） 
 平成 21年（2009年）3 月 31日以前に授与された教諭免許状又は養護教諭免許状をお持ちの方の最初
の修了確認期限（平成 21年 3月 31日以前に授与された栄養教諭免許状をお持ちの方を除きます） 

 受講対象者の生年月日 最初の修了確認期限 

 

① 

昭和 30年 4月 2日～昭和 31年 4月 1日 

昭和 40年 4月 2日～昭和 41年 4月 1日 

昭和 50年 4月 2日～昭和 51年 4月 1日 

 
平成 23年 3 月 31日 (2011 年 3月 31日) 

 

② 

昭和 31年 4月 2日～昭和 32年 4月 1日 

昭和 41年 4月 2日～昭和 42年 4月 1日 

昭和 51年 4月 2日～昭和 52年 4月 1日 

 
平成 24年 3 月 31日 (2012 年 3月 31日) 

 

③ 

昭和 32年 4月 2日～昭和 33年 4月 1日 

昭和 42年 4月 2日～昭和 43年 4月 1日 

昭和 52年 4月 2日～昭和 53年 4月 1日 

 
平成 25年 3 月 31日 (2013 年 3月 31日) 

 

④ 

昭和 33年 4月 2日～昭和 34年 4月 1日 

昭和 43年 4月 2日～昭和 44年 4月 1日 

昭和 53年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日 

 
平成 26年 3 月 31日 (2014 年 3月 31日) 

 

⑤ 

昭和 34年 4月 2日～昭和 35年 4月 1日 

昭和 44年 4月 2日～昭和 45年 4月 1日 

昭和 54年 4月 2日～昭和 55年 4月 1日 

 
平成 27年 3 月 31日 (2015 年 3月 31日) 

 

⑥ 

昭和 35年 4月 2日～昭和 36年 4月 1日 

昭和 45年 4月 2日～昭和 46年 4月 1日 

昭和 55年 4月 2日～昭和 56年 4月 1日 

 
平成 28年 3 月 31日 (2016 年 3月 31日) 

 

⑦ 

昭和 36年 4月 2日～昭和 37年 4月 1日 

昭和 46年 4月 2日～昭和 47年 4月 1日 

昭和 56年 4月 2日～昭和 57年 4月 1日 

 
平成 29年 3 月 31日 (2017 年 3月 31日) 

 

⑧ 

昭和 37年 4月 2日～昭和 38年 4月 1日 

昭和 47年 4月 2日～昭和 48年 4月 1日 

昭和 57年 4月 2日～昭和 58年 4月 1日 

 
平成 30年 3 月 31日 (2018 年 3月 31日) 

 

⑨ 

昭和 38年 4月 2日～昭和 39年 4月 1日 

昭和 48年 4月 2日～昭和 49年 4月 1日 

昭和 58年 4月 2日～昭和 59年 4月 1日 

 
平成 31年 3 月 31日 (2019 年 3月 31日) 

 

⑩ 

昭和 39年 4月 2日～昭和 40年 4月 1日 

昭和 49年 4月 2日～昭和 50年 4月 1日 

昭和 59年 4月 2日～ 

 
令和 2年 3月 31日 (2020年 3月 31日) 

※ 昭和 30 年 4 月 1 日以前に生まれた方で、平成 21 年 3 月 31 日以前に授与された教諭免許状又は養
護教諭免許状を所持する方については、修了確認期限は設定されません。 
平成 21 年 3 月 31 日以前に授与された栄養教諭免許状を所持する方は、生年月日にかかわらず  

（表２）が適用されます。 
 
 
（表２） 
 平成 21年（2009年）3 月 31日以前に授与された栄養教諭免許状をお持ちの方（栄養教諭以外の職に
ある方も該当します）の最初の修了確認期限 

 栄養教諭免許状を授与された日 最初の修了確認期限 

① 
平成 18年 3月 31日以前に栄養教諭免許状を授与された

者 
平成 28年 3 月 31日 (2016 年 3月 31日) 

② 
平成 18年 4月 1日から平成 19 年 3月 31日までに栄養教

諭免許状を授与された者 
平成 29年 3 月 31日 (2017 年 3月 31日) 

③ 
平成 19年 4月 1日から平成 20 年 3月 31日までに栄養教

諭免許状を授与された者 
平成 30年 3 月 31日 (2018 年 3月 31日) 

④ 
平成 20年 4月 1日から平成 21 年 3月 31日までに栄養教

諭免許状を授与された者 
平成 31年 3 月 31日 (2019 年 3月 31日) 

※ 平成 21年（2009年）3 月 31日以前に授与された栄養教諭免許状を所持する方は、生年月日にかか
わらず（表２）が適用されます。 
旧免許状所持者の方で、平成 21年 4月 1日以後に栄養教諭免許状を初めて授与された場合は、この

表ではなく、（表１）により生年月日に応じて最初の修了確認期限が割り振られます。 
 
 
 


